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移住連の成り立ち
l社会背景
1985年 プラザ合意によるドルの暴落と円高の進行
（アジア近隣諸国との間で経済格差の拡がり）
1980年代後半 バブル景気 労働力不足

→多くの移民労働者（ニューカマー）（※）が来日
® 労働問題をはじめとしたさまざまな人権侵害が発生

l移住連の結成
• 1997年「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」結成
• 2015年 NPO法人化「移住者と連帯する全国ネットワーク」設立

全国の110団体、600個人の会員による支援ネットワーク
--------------------------------------------------------------------------------
※ニューカマー：1980年代以降に来日した移民労働者とその子孫
オールドカマー：旧植民地出身者とその子孫
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移住連の役割
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移住連の活動

市民社会
• イベント・集会、セミナー開催
• キャンペーン、署名等の実施
• 情報誌、SNSを通じた情報提供

支援現場
・ケース支援における連携
・情報共有
・政策・制度執行状況のモニタ
リング

政府・国際機関への
働きかけ

・省庁交渉
・国会ロビイング
・政策提言
・国連人権機関への報告
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• 1997年結成
• 移民・難民支援団体や個人のネットワーク組織（団体 110／ 個人 600）
• 日本に暮らす移民・難民、外国にルーツを持つ人びとの権利と尊厳が保障され、
誰もが安心して自分らしく生きられる社会の実現をめざす

• 移民の参加の場をつくる／移民の声を社会へ



在日外国人数の推移
294万人
（2021年）
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日本に暮らす移民労働者
l身分に基づく在留資格で就労する労働者（就労に制限なし） 54.6万人
「定住者」（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等
l資格外活動（留学生、家族滞在等）で就労する労働者（ 週28時間就労許可；アルバイト） 37万人
l技能実習生 40.2万人

l技術的・専門的分野の在留資格で就労する労働者 36万人
エンジニア、通訳、教師、コックなど

l「特定活動」に基づき就労する労働者（個々に許可された内容による）4.6万人
EPA看護師・介護福祉士候補生、国家戦略特区の家事労働者、難民申請者（「特定活動６月」を許可され
た場合）等
l就労は認められていないが生存のために就労せざるをえない労働者
難民申請者（「特定活動６月」以外）、仮放免者、オーバーステイ

�※赤字は、厚労省資料（2020年10月時点）に基づいたカテゴリー毎の労働者数



�（2021年3月19日 第１回「外国人雇用対策の在り方に関する検討会（オンライン開催）」厚労省資料）



1980年代以降の「移民労働者受入れ」
日本には、戦前・戦中から旧植民地出身者が暮らす。戦後も家族・親族のつながりなどで来日。
1980年代 外国人労働者（ニューカマー）の増加→約30万人「オーバーステイ容認政策」
1990年 入管法改定；活動に制限のない在留資格「定住者」創設→日系人呼び寄せ
1993年 外国人研修・技能実習制度創設
2003年（～2008年） 「不法滞在者」半減計画
2008年 リーマンショックによる大量解雇、派遣切り

→日系人向け「帰国支援事業」により、約２万人の日系人が「帰国」
留学生30万人計画

2010年 技能実習制度改定；在留資格「技能実習」の創設（「研修」と「技能実習」の切り離し）
2013年以降～「例外的」な受け入れの拡大

e.g. 建設・造船の緊急雇用、国家戦略特区における家事労働者、農業
2013年 アベノミクスを含む「成長戦略」の閣議決定 留学生30万人計画もその一つに。
★以降の政府方針「移民政策と誤解されないよう」「外国人材の活用」
2018年 新たな「外国人材」の受入れ：「特定技能」の創設（2019年施行）
2019年 （入管は「局」から「庁」へ格上げ）「送還忌避者問題」検討
2021年 改定入管法案（難民申請者の送還、退去強制を命じられている外国人への刑罰等）が国会に提出

→市民の反対で廃案へ
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技能実習制度とは
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技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への
移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するこ
とを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目
的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われること
のないよう、基本理念として、技能実習は、

① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が
技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなけ
ればならないこと、
② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
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技能実習生が直面してきた問題
<0
• 賃金未払い
• 長時間労働
• 解雇
• 労働条件の非明示
• 給与からの違法な天引
き

• 労働災害
• 安全衛生の不徹底
• 身体的暴力
• 精神的暴力
• セクハラ
• 過労死
• 人種差別的扱い

,�
• 居住環境
• 割高な家賃
• 私生活面への不当干渉
（携帯、パソコンの使用禁止、通帳・
パスポートの取り上げ、恋愛禁止）
・不当なリプロダクティブコントロー
ル（妊娠・出産の禁止等）

+/
• 複数契約による縛り
• 渡航前費用の債務
• 強制帰国
• 「失踪」→逮捕
（入管法違反）
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技能実習制度の構造

送り出し機関
（送り出し会社）
（ブローカー）

監理団体
（協同組合）

実習実施者
（受け入れ機関）
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送り出し国側 日本側
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異性と交際しないこと。
妊娠・出産をしたら罰金、強制帰

国。
途中で強制帰国となった場合は

損害賠償を求める。
労働組合に入るな。

問題があっても会社に訴えるな。



劣悪な居住環境

• ２段ベッドをいくつも配置して一部屋に
大人数を居住させていた宿舎（写真；右上、
左下）。
• 一部屋をいくつかに仕切って寝るスペー
スのみ確保された住環境（写真；左上、右
下）。
• 一軒家に複数名で住ませ、割高な家賃を
給与から天引き。
• 居住スペースに設置されている家電・ふ
とんなどがすべてリースとされ、毎月数万
円を給与から天引き。
• 雇用者が鍵を使用して忍び込むケースも。 ��



賃金未払い・暴力・強制帰国
2008年 山梨クリーニング会社
中国人技能実習生 6名

• 長時間労働（午前０時まで）
• 最低賃金割れ
• 残業代未払い（時給350円）
• 身体的暴力
• 宿舎にて拉致（6名）
• 強制帰国未遂（3名）
• 強制帰国（3名）

実習生コメント
「自尊心が傷ついた。日本人と同じように
人間として扱ってほしかった」
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2017年 東京 建設会社（水道管工事）
カンボジア人技能実習生
暴力、指切断でうつ病に

• パワハラ（身体的暴力・暴言）
「金欲しさに怪我をしたんだろう」
「国へ帰れ」「バカ」「死ね」

• 労災（左人差指切断）隠し
• 帰国を迫る脅迫
• 精神的暴力→うつ病発症

暴力・指切断労災隠し
ーうつ病発症（労災認定）

実習生コメント
「私は人間扱いされていなかった」
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妊娠→中絶か強制帰国！？
2018年
愛媛・ベトナム人技能実習生
会社に妊娠を告げると「中絶
か帰国」どちらかを選べと強
要される。

空港で強制帰国を強いられる技能
実習生（写真は他のケース）
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（熊本）技能実習生リンさん
乳児死体遺棄事件

孤立出産・死産
→遺体を段ボール箱に入れて自室に置き、逮捕
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コロナ禍で移民・難民が直面した困難
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コロナ禍における（元）技能実習生・（元）留学
生の社会的状況
• 送り出し国での多額の借金
• 生活保護は認められていない
• 留学生は週28時間以内の就労

• 技能実習生：仕事がなくなり「失踪（逃亡）」。順調に契約終了しても、帰国できず。
補償なしの休業の場合も。

• 留学生：学費、生活費の支払い必要→アルバイトの休業が即、生活困窮に

• 寮、友人宅、シェルターなどで貯金を切り崩しながら滞在
• 入管は就労できる資格への切り替えなど柔軟な対応をしているが、就労先を見つけるこ
とは容易ではない。

• 地域社会との接点少ない、日本語情報へのアクセス困難
→支援策が届いていない、自らの権利を知らない状態におかれたまま ��



まとめ
•場当たり的な移民労働者受け入れ、使い捨て
=「安価な労働力のローテーション政策」
▶解決策 ・技能実習制度の廃止

・移民政策の確立

•人権侵害・人種差別への対応
▶解決策 ・移民の権利保障のための移民基本法の制定

・人種差別撤廃法の制定

★移民社会であることを認めること
��



すでにここにある移民社会のために
一人一人ができること
• 移民・難民の状況を知る
• 移民・難民の問題に取り組む団体の活動
に参加する／支援する
• 国会議員や政府（省庁）に意見を送る
• SNSで発信する

＋
• 社会の構造について学ぶ
• 歴史について学ぶ
• 「人権」について学ぶ

＋
• 何ができるか、さらに考える
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https://note.com/iminshakai20/

